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【会長】（小林潔司君）  ご異議がないようですので、原案どおり可決します。

次にご審議いただきますのは、議第３８３号です。その内容について幹事に説

明をさせます。 

 

 

３ 議第３８３号東部大阪都市計画公園の変更について 

 

【幹事】（友田研也君）  議第３８３号「東部大阪都市計画公園の変更」及び

議第３８４号「南部大阪都市計画公園の変更」については、「都市計画公園・緑

地の見直し」に伴う変更案件でございます。 

 議案の説明に先立って、都市計画公園・緑地の見直しの基本方針について、

説明をさせて頂きます。都市計画公園・緑地の見直しにつきましては、大阪府

都市計画審議会常務委員会でご検討頂き、パブリックコメントで府民の皆様か

らのご意見も伺い、「都市計画公園・緑地（府営公園）見直しの基本方針」を平

成２４年３月に策定したものでございます。この方針に基づき、府営公園１９

公園のうち、民有地に建築制限がかかっている１１公園の未開設区域を見直し

の対象としております。このうち昨年度石川河川公園について、見直しに伴う

一部区域の廃止を行っております。 

まず、この基本方針について簡単にご説明いたします。見直しの背景として、

府域における一人当たり公園緑地面積が少なく、府民の８割が都市部のみどり

が少ないと感じている中で、人口減少、少子高齢化や自治体の財政状況の悪化

また、長期未着手の都市計画の見直しを重視する国の動向など、社会経済情勢

がこれまでとは大きく変化しつつあり、一方で南海・東南海地震など災害リス

クの高まり、ヒートアイランド現象などによる都市環境の悪化などへの早急な

対応も求められております。このような中、今後都市計画公園・緑地では、建

築制限の長期化への対応、またこれまで以上に事業に対する説明責任を果たす

必要性が高まっており、一方で災害リスクへの対応、みどりを早期に確保して

いく必要があることなどの課題にも直面しております。 

その上で基本方針では、都市づくりにおいて「みどり」の施策を重要視し、

「みどり」の充実を一層しっかりと行っていける現実性のある施策を展開する
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ために、都市計画公園・緑地だけでなく街路樹や河川空間等を活用した施設緑

地、また風致地区などの地域性緑地を一体的、総合的に評価し、都市計画公園・

緑地の見直しを行うこととしております。具体的な評価の手順としては、基本

方針に基づくフローにより、公園緑地の見直し対象区域ごとに評価を行うこと

としております。 

まず、公園緑地としての必要性について、防災、環境、景観に資する「存在

効果」、スポーツ、レクリエーションに資する「利用効果」、商業、観光、教育、

文化等に資する「媒体効果」の３つの効果を基本に、都市計画上の確認として

マスタープランや緑の基本計画などの上位計画への影響や、関連する都市計画

との整合などを評価することとしております。この評価により公園緑地として

の必要性が高い場合は、次に公園緑地機能の代替性の評価を行います。一定の

担保性のある地域性緑地等によるみどりの機能の代替性がない場合は、都市計

画公園・緑地として存続とし、公園緑地として整備する必要性があるため、実

現性を評価します。実現性が高いものについては「整備」、実現性が低いものに

ついては「整備保留」とし、社会経済情勢に合わせ、概ね１０年毎の見直しの

中で再検証することとしています。 

また、公園緑地としての必要性が高いが、代替性の評価において、公園緑地

機能の代替性があると評価された場合は廃止とし、その機能の担保性を確保し

てまいります。公園緑地としての必要性も低いと評価された場合は、都市計画

を廃止とし、廃止後の土地利用に対する配慮の必要性の検討を行うこととして

おります。以上が「都市計画公園・緑地（府営公園）見直しの基本方針」の概

要であります。 

それでは議第３８３号「東部大阪都市計画公園の変更」についてご説明いた

します。議案書１３ページから１５ページ、資料１３ページから１５ページを

ご覧ください。 

 本案件は、東大阪市東部に位置する都市計画公園枚岡公園の見直しに関す

るものであります。本公園は生駒山麓の府民の森に隣接し、枚岡山及び額田山

の一部を区域とするもので、計画面積約４３．２ヘクタールで昭和５１年に風

致公園として計画決定され、現在、約１．２ヘクタールが未開設となっており

ます。枚岡公園の未開設区域は、出雲井町地区の神津嶽山頂付近で、一部は既
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に府有地であり、今回、未着手の民有地である、枚岡神社の神社地、約０．４

ヘクタールを見直し対象とし、評価を行ったものであります。 

この未着手区域は、当初計画で自然を生かした樹林地・散策路として計画され、

隣接する府民の森と合わせた緑のネットワークの骨格の一部を形成しており、

存在効果の環境機能及び景観機能について、必要性が高いと評価しております。 

一方で利用効果及び媒体効果については、既に神津嶽を迂回する散策路が整備

されており、新たな公園整備の必要性は低いものと考えております。また、都

市計画上の確認として、廃止による上位計画等への影響もございませんでした。 

次に、必要性が高いと評価された環境・景観機能について、代替性を評価し

ますと、山頂部に枚岡神社の神津嶽本宮が整備され、境内及び周辺の森林が神

社地として管理されていることから、緑地の機能が代替されていると考えてお

ります。このため、環境機能及び景観機能の必要性は高いものの、代替機能が

確保されていると評価し、当該区域について廃止としております。この変更に

合わせて、神津嶽の見直し対象区域に隣接する未開設区域について、既に府有

地で、府民の森として管理していることから、見直し対象区域とあわせて廃止

としております。さらに、山手町地区及び東豊浦町地区において、境界確定及

び界線整理を行った結果、都市計画の区域を変更するものであります。 

以上により、あわせて約１．２ヘクタールの都市計画が廃止され、枚岡公園

の都市計画決定面積を約４３．２ヘクタールから約４２．０ヘクタールに変更

するものであります。 

この案件について、地元説明会を開催し、変更内容について説明を行いまし

た。また、公聴会での公述の申出及び案の縦覧に対し、意見書の提出はござい

ませんでした。説明は以上です。 

【会長】（小林潔司君）  はい。ただ今、幹事から説明を受けました議案につ

いて、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。ご意見、ご質問がございま

せんようですので、表決に入りたいと思います。議第３８３号を原案どおり承

認することについて、ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【会長】（小林潔司君）  ご異議がないようですので、原案どおり可決します。

次にご審議いただきますのは、議第３８４号です。その内容について幹事に説
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明をさせます。 

 

 

４ 議第３８４号南部大阪都市計画公園の変更について 

 

【幹事】（友田研也君）  それでは、議第３８４号「南部大阪都市計画公園の

変更」についてご説明いたします。議案書１７ページから１９ページ、資料１

７ページから１９ページをご覧ください。 

本案件は、貝塚市の臨海部に位置する都市計画公園「二色の浜公園」の見直

しに関するものであります。本公園は、二色の浜海岸の一部と、その後背地を

主な区域とする広域公園であり、計画面積約４３．１ヘクタールで、昭和２５

年に計画決定され、現在約０．６ヘクタールが未開設となっております。今回、

公園エントランス付近の未着手の民有地である、沢地区 約０．３ヘクタールに

ついて、見直し評価を行ったものであります。 

この未着手区域は、公園の管理事務所及び駐車場に隣接しており、当初、公

園案内所及び駐車場の計画でしたが、存在効果の防災・環境・景観機能につい

ての必要性は、低いものと評価しています。また、利用効果・媒体効果につい

ては、現在は、隣接する管理事務所で案内機能を提供していること、駐車場に

ついては、既に常設の駐車場が整備され、また、夏季等の来場者が多い時期に

は、開設区域内のスポーツ広場や阪神高速湾岸線の高架下スペース等を臨時駐

車場として供用していることから、整備目的は、すでに開設している区域で充

足しており、新たな整備の必要性は低いものと考えております。また、都市計

画上の確認として、上位計画等への影響もございませんでした。 

 このため、公園緑地としての必要性は低いものと評価し、当該区域について

廃止としております。また、公園北側の芝生の丘に隣接する脇浜地区 約０．３

ヘクタールについては、当初計画では緑地としておりますが、隣接する近木川

の自然再生施設として「汽水ワンド」を整備し、今後、引き続き河川施設とし

て管理していくこととなったため、今回面積約０．３ヘクタールの都市計画を

廃止するものです。 

以上により、あわせて約０．６ヘクタールの都市計画が廃止され、二色の浜
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公園の都市計画決定面積を約４３．１ヘクタールから約４２．５ヘクタールに

変更するものであります。 

この案件について地元説明会を開催し、変更内容について説明を行いました。 

また、公聴会での公述の申出及び案の縦覧に対し、意見書の提出はございませ

んでした。説明は以上です。 

【会長】（小林潔司君）  はい。ただ今、幹事から説明を受けました議案につ

きまして、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。ご意見、ご質問がござ

いませんようですので、表決に入ります。議第３８４号を原案どおり承認する

ことについて、ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【会長】（小林潔司君）  ご異議がございませんようですので、原案どおり可

決します。次にご審議いただきますのは、議第３８５号です。その内容につい

て幹事に説明をさせます。 

 

 

５ 議第３８５号東部大阪都市計画区域区分の変更について 

 

【幹事】（友田研也君）  議第３８５号「東部大阪都市計画区域区分の変更」

についてご説明いたします。議案書の２１ページから２３ページ、資料の２１

ページから２３ページでございます。 

今回、区域区分を変更しようとする｢小路地区｣は、寝屋川市南部の市街化調

整区域に位置します。本地区は、国・府・沿道市の合意のもと平成２１年１２

月に第二京阪沿道まちづくり方針を策定、これを東部大阪都市計画区域マスタ

ープランに反映し、「第二京阪道路沿道で計画的にまちづくりを推進する」とし

ております。 

第二京阪沿道まちづくり方針は、幹線沿道の立地ポテンシャルを有効に活用

し、大阪の活力を創出するため、５つの土地利用方針に基づき、工場・業務・

流通など企業ニーズに対応した土地利用を実現する沿道のまちづくりを誘導し

ます。 

東部大阪都市計画区域マスタープランにおいて、機動的・計画的にまちづく
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